
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

・別荘を使っていない夏または冬のシー

ズンだけ貸したい 

・相続した家の今後の活用方法を決める

までの間だけ貸したい

・繁忙期の間だけ従業員の住居として

利用したい

～お問い合わせ～　　　ニセコ町役場都市建設課都市計画係 

〒048-1595　虻田郡ニセコ町字富士見５５番地 

電話 0136-44-2121　　　　FAX0136-44-3500 

E-mail　toshikei@town.niseko.lg.jp 

←ニセコ町 HP：　https://www.town.niseko.lg.jp

家空荘別
使わない間の

別荘・空き家所有者 利用希望事業者

ニセコ町

ニセコ 

不動産業協会

①登録申し込み 

所定の登録申込書および物

件登録シートをニセコ町に

提出してください。

②現地調査

④賃貸借契約

②物件情報公開

協　定※

③諸条件の調整

③諸条件の調整

④転貸借契約

登録情報提供

⑤転貸先の通知

①登録申し込み 

所定の登録申込書をニセコ

町に提出してください。 
※個人の申し込みはできません

利 用 の 流 れ

※住居としての利用に限ります。事務所・

店舗等としての利用はできません

ニセコ町内にお持ちの別荘や空き家を、町内に住居を必要とする事業者へ短期で貸し出し活用する

ための制度です。

貸したい… 借りたい…

まずは 

ご相談 

ください

・借りてみたいけど自分は登録できる？ 

・どのくらいの期間から借りられるの？ 

・除雪や管理が大変…

・どのくらいの期間から貸し出せるの？ 

・家の中に家具があるけど貸し出せる？ 

・活用中の管理はどうするの？

町へ登録、 
ニセコ不動産業

協会との契約だ

から安心！

※ニセコ町とニセコ不動産業協会は「ニセコ町における別

荘・空き家等の利活用に関する協定」を締結しています
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